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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

  ３ 東日本大震災からの復興に係る業務の実施 

（１）福島県の原子力災害被災地域における復興支援 

（２）津波被災地域における復興市街地整備事業の推進 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 都市再生機構法 11 条第１項等 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度  Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

        予算額（百万円） 73,788 55,528 21,808 10,049 15,808 

        決算額（百万円） 60,533 43,784 4,741 4,565 7,014 

        経常費用（百万円） 65,910 46,534 6,860 6,005 8,165 

        経常利益（百万円） ▲311 ▲803 ▲1,228 ▲733 ▲261 

        行政コスト（百万円） 65,940 46,705 6,948 6,043 8,165 

        従事人員数（人） 245 189 112 87 78 

注）主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）については、次のとおり記載。①予算額、決算額：セグメント別支出額を記載。②経常費用、経常利益：セグメント別に記載。③従事人員数：年間平均支給人員数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 ３．東日本大震災からの復興に係る

業務の実施 

東日本大震災の復興事業について

は、津波被災地域での事業が終盤を

迎えているものの、福島県の原子力

災害被災地域での支援が本格化する

状況にあり、これらに取り組むこと

が必要である。 

このため、機構は、復興支援を引

き続き機構の最優先事項として位置

づけ、適切に事業執行管理を行い、

スケジュールを遵守し、施工品質及

び安全を確保しつつ、復興事業を着

実に実施すること。また、事業進捗

に合わせた体制整備や機動的な組織

運営を行うこと。 

３ 東日本大震災からの復興に係る

業務の実施 

東日本大震災の復興事業について

は、津波被災地域での事業が終盤を

迎え、また、福島県の原子力災害被災

地域での支援が本格化する中、復興

支援を引き続き機構の最優先業務と

して位置づけ、適切に事業執行管理

を行い、スケジュールを遵守し、施工

品質及び安全を確保しつつ、復興事

業の着実な実施に努める。また、事業

進捗に合わせた体制整備・機動的な

組織運営を行う。 

＜主な定量的な指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

・３町（大熊町、双葉町、浪江町）か

ら委託を受けた復興拠点整備事業

等 7 地区約 208ha について、令和

５年度までに約 133ha の宅地等

の引渡しを完了。各地方公共団体

が定める事業計画等に基づき着実

に実施 

・岩手県、宮城県、福島県の 12 地方

公共団体から委託を受けた復興市

街地整備事業 22地区約 1,314haに

ついて、各地方公共団体が定める

事業計画に基づき着実に実施 

 

＜評価の視点＞ 

・被災地の早期の復興 を実現するた

め、復興事業を遅延することなく、

計画どおり着実に進めているか。 

＜主要な業務実績＞ 

① 支援体制等 

東日本大震災の復興支援業務に

ついては、津波被災地域での事業が

終盤を迎え、福島県の原子力災害被

災地域での支援が本格化する中、引

き続き復興支援を機構の最優先業

務として位置付け、令和元年４月に

福島県いわき市に福島震災復興支

援本部を設置し、岩手震災復興支援

本部と宮城震災復興支援本部の３

本部体制で支援を実施した。 

また、福島県の原子力災害被災地

域における支援体制は、令和元年度

以降、毎年、現地職員の増員強化を

図った。さらに、令和２年にはソフ

ト支援を推進する専業の課を設置

するなど、地元の意向を汲み取りな

がら、継続してハード・ソフト両面

での支援を実施している。 

津波被災地域について、令和３年

度末に受託した全ての復興市街地

整備事業が完了したため、適切な現

地支援体制に見直しを行った。具体

的には、令和４年度から岩手・宮城

震災復興支援本部を岩手震災復興

支援事務所と宮城震災復興支援事

務所に縮小、令和５年から岩手震災

復興支援事務所と宮城震災復興支

援事務所を岩手・宮城震災復興支援

事務所へ統合した。 

 

② 福島県の原子力災害被災地域

における復興支援 

３町（大熊町、双葉町、浪江町）

から委託を受けた復興拠点整備事

業（７地区、約 216ha（令和４年度

に区域拡大した２地区８ha を含む

＜評定と根拠＞Ⅰ-３-（１）（２） 

評定：Ａ 

 

＜評価の概要＞ 

東日本大震災の復興支援業務に

ついては、令和２年度の「復興・創

生期間」の終了に向けて、復興事業

の総仕上げを行い、令和３年度以降

の「第２期復興・創生期間」におい

ても、引き続き機構の最優先業務に

位置付け、進捗に合わせた適切な支

援体制を確保した。 

福島県の原子力災害被災地域に

おいては、住民・経済活動もゼロか

らの復興という状況において、ハー

ド面では、町と緊密な調整を行いつ

つ、スケジュールに合わせた基盤整

備を着実に推進した。ソフト面では

地域活動拠点等を用いた支援を行

い、避難者が帰還しやすい環境づく

りに努めた。 

津波被災地域における復興市街

地整備事業では、ＣＭ方式を活用す

る等により令和３年度末で全地区

において受託業務を完了させ、被災

地における一日も早い復興まちづ

くりの推進に貢献した。 

また、整備完了後の造成地や移転

元地においても、アフターフォロー

として会議体に参画し、機構のまち

づくり支援を通じて得られた知見

を提供するなど様々な支援を行い、

被災地域の土地利活用の推進にも

寄与した。 

災害公営住宅整備事業において

も、復興市街地整備事業と同様、全

ての建設要請について、令和２年度

末で建設及び引渡しを完了し、被災

評定  評定  

  

（１）福島県の原子力災害被災地域

における復興支援 

被災地方公共団体からの委託を受

けた復興拠点整備事業等（３地区約

117ha。令和２年度までに宅地等引渡

し完了予定。令和３年度以降は７地

区約 208ha。そのうち、令和５年度ま

でに約 133ha の宅地等引渡し完了予

定。）を着実に実施するとともに、被

災地方公共団体からの復興拠点整備

事業や復興まちづくりに係るコーデ

ィネート等の技術支援の要請に応

じ、引き続き、国と連携しながら、復

興まちづくり支援を更に進める。 

 

（２）津波被災地域における復興市

街地整備事業の推進 

被災地方公共団体から委託を受け

た津波被災地における復興市街地整

備事業（22 地区約 1,314ha。令和２

年度までに宅地等引渡し完了予定。）

等について、事業計画に基づき着実

に実施する。 
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ため、指標の 208ha とは一致しな

い））を着実に推進し、令和５年度

までに、約 137ha の引渡しが完了し

た。 

また、町が実施する復興拠点内の

公的施設整備に係る建築物整備事

業支援や、町の関係人口創出に向け

て各町の地域活動拠点等を活用し

た施策等により地域再生に貢献す

るソフト支援も着実に実施し、ハー

ド・ソフトの両面から復興まちづく

り支援を加速させた。 

 

【受託事例】 

所

在 
地区・事業 

事業 

区域 

面積 

受託 

年月 

大

熊

町 

大川原・一団

地の復興再

生拠点市街

地形成施設

事業） 

18ha H29.4 

下野上・一団

地の復興再

生拠点市街

地形成施設

事業 

42ha R2.8 

大熊西・工業

団地整備事

業 

21ha R3.5 

双

葉

町 

中野・一団地

の復興再生

拠点市街地

形成施設事

業 

50ha H29.10 

双葉駅西側・

一団地の復

興再生拠点

市街地形成

施設事業 

24ha H30.11 

浪

江

町 

棚塩・産業団

地整備事業 
49ha H29.12 

浪江駅周辺・

一団地の復

興再生拠点

市街地形成

施設事業 

12ha R4.5 

※ 原子力災害被災地域における一

地における復興まちづくりの推進

に貢献した。 

このように、事業進捗に合わせて

現地復興支援体制を整備し、事業を

着実に実施するとともに、国、県及

び被災自治体の要請に応じ、継続し

てハード・ソフト両面での支援を実

施したことは、被災地の復興まちづ

くりの推進に大きく寄与したとい

える。 

東日本大震災における機構の復

興支援に対して、各首長から感謝状

を頂くなど、機構への評価と感謝の

言葉を多々頂き、さらに、機構が復

興支援した地区において、その復興

まちづくりが評価され、全建賞やグ

ッドデザイン賞等を受賞した。 

 

以上により、量及び質ともに中期

目標期間における所期の目標を上

回る成果をあげていることから、Ａ

評定とする。 
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団地の復興再生拠点市街地形成

施設事業については、全体約

147ha、５地区の全てを機構が実

施した。 

 

③ 津波被災地域における復興支

援 

・復興市街地整備 

16 自治体から委託を受け、26 地

区で事業計画等の策定・検討を行っ

た。また、12 自治体から委託を受け

て 22地区 1,314haの事業を実施し、

令和３年度中に全ての受託業務が

完了した。なお、津波被災地域にお

ける復興市街地整備事業の大半を

占める土地区画整理事業について

は、地域全体約 1,889ha、65 箇所（機

構調べ）の約６割 1,122ha（25 箇所）

において機構が支援を実施した。 

併せて、復興市街地整備事業で整

備した中心市街地の効果的な発信

施策に関する提言や造成地や移転

元地の土地利活用の推進を支援す

るため、復興庁・被災３県による「土

地利活用推進に関する実務担当者

会議」へ参画するなど土地利活用促

進に向けたソフト支援も行ってい

る。 

・災害公営住宅整備 

平成 29 年度に建設要請を受けた

1 地区 99 戸が、令和２年度に完成

し、計 86 地区 5,932 戸※の引渡し

が全て完了した。 

※ 原子力災害被災地域を含め、

整備された災害公営住宅約

29,800 戸（機構調べ）の約２割

に相当 

・ＣＭ方式の活用等  

平成 24 年度に復興市街地整備事

業において導入開始したＣＭ方式

については、市町・機構・ＣＭＲ（コ
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ンストラクションマネージャー）が

連携した各種課題等への対応や遅

延防止、建物等の同時立ち上がりに

必要な施工と並行したライフライ

ン調整等、導入したマネジメント方

式の利点を活用することで工期短

縮等の効果が成果に大きく結びつ

き、令和２年度に全地区で宅地整備

を完了した。 

さらに、ＣＭ方式に関して、土木

学会での事例紹介や機構ホームペ

ージでの効果分析報告書公表等に

より情報発信を行った。また、これ

らに対して他機関から多数の問合

せがあり、詳細説明や意見交換を行

った。 

このほか、これまでの東日本大震

災の実績が評価され、令和２年３月

に宮城県から更なる追加支援の要

請があり、令和２年度から気仙沼市

及び石巻市の復興事業間調整に係

る技術支援を開始し、令和４年度ま

でに支援が完了した。 

また、令和３年度に「東日本大震

災復興市街地整備事業 事業史」を

発刊したほか、各種講演会等に積極

的に登壇し、復興支援を通じて機構

が得た知見や教訓の発信に努める

ことで、幅広い層への事前復興支援

の普及に努めている。 

 

４．その他参考情報 

無し。 

  


